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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　やっとこ状に形成されて、少なくとも１つの第１のやっとこアームと第２のやっとこア
ームとを備え、該第１および第２のやっとこアームがやっとこベース部によって保持され
て少なくとも開口位置および閉鎖位置に配置可能であり、前記やっとこベース部が受け渡
しホイールに配置され、前記やっとこアームの開口運動が前記受け渡しホイールの半径方
向に対し横方向に運動成分を持つように行われる、パリソンまたはパリソンから製造され
る容器のための保持装置において、
　前記第１のやっとこアーム（４５）が、少なくとも部分的に、前記やっとこベース部（
４７）の、前記受け渡しホイール（４１）の半径方向に向けられ且つパリソン（１）また
は容器（２）の口部分（２１）の中心軸線と直交している中心線（６６）の両側に延びて
いること、
　前記第２のやっとこアーム（４６）が、前記第１および第２のやっとこアームによって
少なくとも部分的に形成される、パリソン（１）または容器（２）の首領域を挿入して保
持するための保持凹部（６８）を、該保持凹部（６８）の、前記中心線（６６）に対し直
交し且つパリソン（１）または容器（２）の口部分（２１）の前記中心軸線と直交する横
中心線（６７）よりも、前記受け渡しホイール（４１）の半径方向外側に配置されている
領域でのみ、画成していること、
を特徴とする装置。
【請求項２】
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　前記第１のやっとこアーム（４５）が窪み状の保持凹部（６８）を画成していることを
特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記やっとこアーム（４５）が、前記中心線（６６）に関して少なくとも片側で、前記
横中心線（６７）を越えて前記やっとこベース部（４７）とは逆方向に延在していること
を特徴とする、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記やっとこアーム（４５）が、前記中心線（６６）に関して両側で、前記横中心線（
６７）を越えて前記やっとこベース部（４７）とは逆方向に延在していることを特徴とす
る、請求項１または２に記載の装置。
【請求項５】
　前記第２のやっとこアーム（４６）が、パリソン（１）または容器（２）に作用するた
めの少なくとも１つの誘導面を有していることを特徴とする、請求項１から４までのいず
れか一つに記載の装置。
【請求項６】
　前記両やっとこアームが互いに弾性緊張されて配置されていることを特徴とする、請求
項１から５までのいずれか一つに記載の装置。
【請求項７】
　前記やっとこアーム（４５，４６）のうちの少なくとも一方がカム制御されて位置決め
可能であることを特徴とする、請求項１から６までのいずれか一つに記載の装置。
【請求項８】
　前記やっとこベース部（４７）が少なくとも１つのばねの力に抗して基礎要素（４８）
から変位可能に保持されていることを特徴とする、請求項１から７までのいずれか一つに
記載の装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、やっとこ状に形成されて、少なくとも１つの第１のやっとこアームと第２の
やっとこアームとを備え、該第１および第２のやっとこアームがやっとこベース部によっ
て保持されて少なくとも開口位置および閉鎖位置に配置可能であり、前記やっとこベース
部が受け渡しホイールに配置され、前記やっとこアームの開口運動が前記受け渡しホイー
ルの半径方向に対し横方向に運動成分を持つように行われる、パリソンまたはパリソンか
ら製造される容器のための保持装置に関するものである。
【０００２】
　本発明は、さらに、ブロー成形型を備えた少なくとも１つのブローステーションと、搬
送経路に沿ってパリソンを位置決めするための少なくとも１つの担持要素とを有している
、容器をブロー成形するための装置にも関する。この場合、担持要素は回転する受け渡し
ホイールによって保持され、該受け渡しホイールに対し担持要素が相対的に可動に支持さ
れ、担持要素のためにカム制御部が使用される。
【背景技術】
【０００３】
　ブロー圧を作用させて容器を成形する場合、熱可塑性材料から成るパリソン、たとえば
ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラート）から成るパリソンは、ブロー成形機の内部で種々
の加工ステーションに供給される。典型的には、この種のブロー成形機は保持装置とブロ
ー装置とを有し、ブロー装置の領域で、前もって温度調整されたパリソンが両軸配向によ
って膨張せしめられて容器が形成される。膨張は、膨張させるパリソンの内部へ誘導され
る加圧空気を用いて行われる。パリソンをこのように膨張させる際の方法技術的工程は、
特許文献１に説明されている。冒頭で述べた、加圧状態にあるガスの導入は、発展してい
る容器ブローへの加圧ガスの導入、および、ブロー工程を開始するためのパリソン内への
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加圧ガスの導入をも含んでいる。
【０００４】
　容器成形するためのブローステーションの基本構成は特許文献２に記載されている。パ
リソンを温度調整するための可能な実施態様は特許文献３に説明されている。
【０００５】
　ブロー成形装置の内部では、パリソンとブロー成形された容器とを種々の操作装置を用
いて搬送することができる。特に、パリソンが差し込まれる搬送心棒を使用することが明
らかになった。しかし、パリソンは他の担持機構を用いても操作することができる。パリ
ソンを操作するための把持やっとこの使用と、保持のためにパリソンの口領域に挿入可能
な拡開心棒の使用とは、同様に適用可能な構造である。
【０００６】
　受け渡しホイールを使用した容器の操作は、たとえば特許文献４において、受け渡しホ
イールをブローホイールと搬出区間との間に配置した場合に関して記載されている。
【０００７】
　すでに述べたパリソンの操作は、一方ではいわゆる２段階方法で行われ、すなわちまず
パリソンを射出成形法で製造し、次に中間貯留し、その後はじめてその温度に関してコン
ディショニングを行い、ブロー成形して容器を形成させる。他方、いわゆる１段階方法が
適用され、すなわちパリソンを射出成型技術で製造し十分に固化させた直後に適当に温度
調整して、その後ブロー成形を行う。
【０００８】
　使用するブローステーションに関しては種々の実施態様が知られている。回転する搬送
ホイール上に配置されたブローステーションの場合には、型担持体を本のように開閉する
ことがしばしば行われる。しかし、互いに相対的に変位可能な型担持体または他の方式で
案内される型担持体を使用することも可能である。特に複数の容器成形用キャビティを受
容するために適した定置のブローステーションでは、典型的には互いに平行に配置される
プレートが型担持体として使用される。
【０００９】
　パリソンを操作し、且つブロー成形された容器を操作するため、パリソンまたはボトル
用の担持要素を備えたいわゆる受け渡しホイールがブロー成形機内部で使用されることが
多い。この場合担持要素は、パリソンまたはボトルをダイレクトに把持するか、或いは、
パリソンまたはボトルをダイレクトに保持する別個の担持要素を必要とする。受け渡し工
程を補助するため、担持要素は典型的には受け渡しホイールに対し相対的に回動可能に支
持されている。これに加えて伸縮性も実現されていることが多い。担持要素を位置決めす
る固定のためにカム制御部が使用される。このため、担持要素はカムローラでもって定置
の曲線部を通過する。
【００１０】
　担持要素を備えたこの種の受け渡しホイールを使用する場合の問題は、機械的な支障が
生じた場合、特に衝突が生じた場合に、重度の損傷が避けられないことである。このため
、受け渡しホイールの領域で安全クラッチを使用して担持アームを支持することが知られ
ている。この種の安全クラッチは高価であるばかりでなく、回転する受け渡しホイールの
重量を増大させる。
【００１１】
　同様に、担持アームに能動的な位置決め要素を備えさせることもすでに知られている。
これらの位置決め要素は、空気圧または電気的に担持アームを送出入させるように作業位
置または静止位置に配置される。しかしながら、対応する位置決め装置は比較的高いコス
トを生じさせるとともに、受け渡しホイールの重量を増大させるものであり、その結果慣
性特性を増大させる。
【００１２】
　特許文献５には、過負荷が作用した際に偏向できるように担持体の領域で保持されてい
るやっとこ状の保持要素がすでに記載されている。しかしながら、この構造は、必要な多
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数の構成要素を考慮すると高価であり、よって必ずしも大量個数での使用には適していな
いことが明らかになった。
【００１３】
　従来のやっとこ状保持要素を使用する際の他の問題は、操作される工作物に横方向の力
が作用したとき、やっとこの望ましくない開口運動を阻止できない点にある。やっとこが
短時間開口しただけでも工作物が紛失することがあり、よって生産工程に支障が生じる。
【００１４】
　ブロー成形で容器を製造する場合、技術水準に従ってやっとこ状保持要素を使用すると
、特定の生産工程で、ブロー成形型を開いたときに容器が型半部分の一方に付着するとい
う問題が発生する。このような付着は、前述したやっとこの望ましくない開口運動を生じ
させる。基本的には、この種のプロセス時間の間にやっとこの開口または偏向を機械的に
ブロックすることが考えられるが、例外的に、機械の損傷を避けるために偏向または開口
が必要であるような機械的障害の付加的発生を阻止できないので、望ましくない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】独国特許出願公開第４３４０２９１号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第４２１２５８３号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第２３５２９２６号明細書
【特許文献４】独国特許出願公開第１９９０６４３８号明細書
【特許文献５】独国特許出願公開第１０２００７０５４３８８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明の課題は、冒頭で述べて種類の装置を、簡潔な構成で高い作動安定性が得られる
ように構成することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　この課題は、本発明によれば、第１のやっとこアームが、少なくとも部分的に、やっと
こベース部の、受け渡しホイールの半径方向に向けられ且つパリソンまたは容器の口部分
の中心軸線と直交している中心線の両側に延びていること、第２のやっとこアームが、第
１および第２のやっとこアームによって少なくとも部分的に形成される、パリソンまたは
容器の首領域を挿入して把持するための保持凹部を、該保持凹部の、前記中心線に対し直
交し且つパリソンまたは容器の口部分の中心軸線と直交する横中心線よりも、前記受け渡
しホイールの半径方向外側に配置されている領域でのみ、画成していることによって解決
される。
【発明の効果】
【００１８】
　従来のやっとこアームは、半径方向の中心線に関してそれぞれ左右対称ら保持穴を画成
している。従って、半径方向に対し横方向に作用し、パリソンまたは容器からやっとこア
ームへ伝達される力は、個々のやっとこアームを荷重し、やっとこを開口させる。本発明
によれば、第１のやっとこアームが半径方向の中心線を越えて延在しているので、対応す
る横力が所定の領域で第１のやっとこアームのみに作用し、よって望ましくない開口運動
は生じない。
【００１９】
　特に、受容穴が第２のやっとこによって画成されている領域が、横中心線に関し半径方
向外側にある領域へ変位していることで、半径方向に対し横方向の力の荷重または半径方
向に関する力の荷重は受け渡しホイールに関し斜め内側へ向けられるため、望ましくない
開口運動が発生することはない。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
　図面には、本発明のいくつかの実施形態が図示されている。
【図１】パリソンから容器を製造するためのブローステーションの斜視図である。
【図２】パリソンを延伸させ、膨張させるためのブロー成形型の縦断面図である。
【図３】容器をブロー成形するための装置の基本構成を説明する概略図である。
【図４】加熱容量を増大させた加熱区間の変形実施形態を示す図である。
【図５】複数の位置決め可能な担持アームを備えた受け渡しホイールの斜視図である。
【図６】やっとこ状の保持要素を、やっとこの閉鎖状態で示した斜視図である。
【図７】第２のやっとこアームの挿入領域をわずかに変形させた、図６の配置構成を斜め
下方向から見た斜視図である。
【図８】図６のやっとこを閉鎖状態で示した平面図である。
【図９】図８のやっとこを開口状態で示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１および図２には、パリソン（１）を容器（２）に成形するための装置の基本構成が
図示されている。
【００２２】
　容器（２）を成形する装置は、実質的に、パリソン（１）を挿着可能なブロー成形型（
４）を備えたブローステーション（１）から成っている。パリソン（１）はポリエチレン
テレフタラートから成る射出成形部品であってよい。ブロー成形型（４）へのパリソン（
１）の挿着を可能にし、且つ完成した容器（２）の取り出しを可能にするため、ブロー成
形型（４）は型半部分（５，６）と底部部分（７）とから成り、底部部分（７）は昇降装
置（８）によって位置決め可能である。パリソン（１）は、該パリソン（１）とともに装
置内部の複数の処理ステーションを通過する搬送心棒（９）により、ブローステーション
（３）の領域で保持されていてよい。パリソン（１）をたとえばやっとこまたは他の操作
手段を介して直接ブロー成形型（４）へ挿着することも可能である。
【００２３】
　加圧空気の供給を可能にするため、搬送心棒（９）の下方には接続ピストン（１０）が
配置され、該接続ピストン（１０）はパリソン（１）に加圧空気を供給し、同時に搬送心
棒（９）に対する密封を行なう。しかし、基本的には、変形実施形態によれば、位置固定
の加圧空気供給管を使用してもよい。
【００２４】
　パリソン（１）の延伸は、本実施形態の場合、シリンダ（１２）によって位置決めされ
る延伸棒（１１）を用いて行われる。他の実施形態によれば、ピックオフローラの作用を
受けているカムセグメントを介して延伸棒（１１）の機械的位置決めが行なわれる。カム
セグメントの使用は、特に、１つの回転ブローホイール上に複数のブローステーション（
３）が配置されている場合に合目的である。
【００２５】
　図１に図示した実施形態では、延伸システムは、２つのシリンダ（１２）のタンデム配
置が提供されるように構成されている。まず、本来の延伸工程を開始する前に、一次シリ
ンダ（１３）により延伸棒（１１）をパリソン（１）の底部（１４）の領域まで走行させ
る。本来の延伸工程を行なっている間、延伸棒を走出させたままで、一次シリンダ（１３
）を、該一次シリンダ（１３）を担持している往復台（１５）とともに、二次シリンダ（
１６）により、または、カムセグメントを介して、位置決めさせる。特に、延伸工程を実
施ている間にカム軌道に沿って滑動するガイドローラ（１７）により実際の延伸位置が設
定されるように二次シリンダ（１６）をカム制御して使用することが想定されている。ガ
イドローラ（１７）は二次シリンダ（１６）によって案内軌道に対し押圧される。往復台
（１５）は２つの案内要素（１８）に沿って滑動する。
【００２６】
　担持体（１９，２０）の領域に配置されている型半部分（５，６）を閉じた後、ロック
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機構（２０）を用いて担持体（１９，２０）を互いにロックさせる。
【００２７】
　パリソン（１）の口部分（２１）の種々の形状に適合させるため、図２によれば、ブロ
ー成形型（４）の領域に別個のスクリューインサート（２２）が使用される。
【００２８】
　図２は、ブロー成形した容器（２）に加えて、破線で示したパリソン（１）と成長中の
容器ブロー（２３）をも示している。
【００２９】
　図３は、加熱区間（２４）と回転するブローホイール（２５）とを備えたブロー成形機
の基本構成を示している。パリソン（１）は、パリソン装入部（２６）を起点として受け
渡しホイール（２７，２８，２９）によって加熱区間（２４）の領域へ搬送される。パリ
ソン（１）を温度調整するため、加熱区間（２４）に沿って放射加熱器（３０）とファン
（３１）とが配置されている。パリソン（１）を十分に温度調整した後、パリソンはブロ
ーホイール（２５）に受け渡される。ブローホイール（２５）の領域にはブローステーシ
ョン（３）が配置されている。ブロー成形を完了した容器（２）は他の受け渡しホイール
によって搬出区間（３２）に供給される。
【００３０】
　容器（２）の内部に充填される食料品、特に飲料水の長期使用性を保証する材料特性を
容器（２）が有するようにパリソン（１）を容器（２）に成形できるようにするには、パ
リソン（１）の加熱および配向工程の際に特殊な方法ステップを維持しなければならない
。さらに、特殊なサイズ規定を厳守することによって有利な効果を得ることができる。
【００３１】
　熱可塑性材料として種々のプラスチックを使用できる。たとえばＰＥＴ，ＰＥＮまたは
ＰＰを使用できる。
【００３２】
　配向工程の間のパリソン（１）の膨張は、加圧空気の供給によって行う。加圧空気の供
給は、低圧レベルとガス（たとえば圧縮空気）を供給するプレブロー段階と、これに接続
してより高圧レベルのガスを供給するメインブロー段階とに分割されている。プレブロー
段階の間、典型的には１０バールないし２５バールの範囲の圧力を持った加圧空気を使用
し、メインブロー段階の間は、２５バールないし４０バールの範囲の圧力を持った加圧空
気を供給する。
【００３３】
　同様に図３からわかるように、図示した実施形態では、加熱区間（２４）は周回する多
数の搬送要素（３３）から形成され、これら担持要素（３３）は互いにチェーン状に接続
されて転向ホイール（３４）に沿って案内されている。特に、チェーン状の配置により、
実質的に長方形の基本輪郭を張ることが想定されている。図示した実施形態では、加熱区
間（２４）の受け渡しホイール（２９）および装入ホイール（３５）の領域に、相対的に
大きな単一の転向ホイール（３４）が使用され、これに隣接している転向部領域には、比
較的小さなサイズの２つの転向ホイール（３６）が使用される。しかし、基本的には他の
任意のガイドも考えられる。
【００３４】
　受け渡しホイール（２９）と装入ホイール（３５）とを互いにできるだけ密に配置する
のを可能にするには、図示した実施形態が特に合目的であることが明らかになった。とい
うのは、加熱区間（２４）の対応する拡大領域には３つの転向ホイール（３４，３６）が
配置され、すなわちより小さな転向ホイール（３６）がそれぞれ加熱区間（２４）の直線
延在部への引き渡し領域に配置され、より大きな転向ホイール（３４）が受け渡しホイー
ル（２９）および装入ホイール（３５）へ直接受け渡す領域に配置されているからである
。チェーン状の搬送要素（３３）を使用する代わりに、たとえば回転する加熱ホイールを
使用することも可能である。
【００３５】
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　容器（２）のブロー成形が終了した後、容器を取り出しホイール（３７）によってブロ
ーステーション（３）の領域から取り出し、受け渡しホイール（２８）と搬出ホイール（
３８）とを介して搬出区間（３２）へ搬送する。
【００３６】
　図４に図示した加熱区間（２４）の変形実施形態では、より多数の放射加熱器（３０）
によって、単位時間当たりより多量のパリソン（１）を温度調整することができる。ここ
でファン（３１）は冷却空気を冷却空気通路（３９）の領域へ導入させる。冷却空気通路
（３９）は付設の放射加熱器（３０）にそれぞれ対向配置され、排流穴を介して冷却空気
を放出する。排流方向を選定することにより、冷却空気の流動方向はパリソン（１）の搬
送方向に対し横方向に実現される。冷却空気通路（３９）は、放射加熱器（３０）に対向
する表面の領域に、加熱放射用のリフレクタを有していてよく、また放出される冷却空気
を介して放射加熱器（３０）の冷却をも行うようしてもよい。
【００３７】
　図５は、たとえば複数の受け渡しホイール（２７，２８，２９）のうちの少なくとも１
つの受け渡しホイールに対する位置に組み込むことができる１つの受け渡しホイール（４
１）を示している。受け渡しホイール（４１）は、パリソン（１）および／または容器（
２）を操作するために用いる複数の担持要素（４２）を備えている。図示した実施形態で
は、担持要素（４２）は操作要素（４３と担持アーム（４４）とから成っている。操作要
素（４３）は、図示した実施形態の場合、やっとこ状に構成され、やっとこベース部（４
７）によって可動に保持されている２つのやっとこアーム（４５，４６）を有している。
やっとこベース部（４７）は、担持アーム（４４）によって保持されている基礎要素（４
８）にロック可能であり、または、これと螺合可能である。この種の操作要素（４３）は
パリソン（１）または容器（２）をダイレクトに把持する。しかし操作要素（４３）は、
パリソン（１）または容器（２）を担持する担持要素と接触するように実施されていても
よい。この種の担持要素は、たとえば、パリソン（１）を差し込むことのできる、または
、パリソン（１）をその口領域でもって挿入することのできる搬送心棒（９）として実施
されていてよい。
【００３８】
　図５は、担持要素（４２）の位置決め運動を制御するため、互いに鉛直方向に重設され
ている２つのカム軌道部（４９，５０）が使用されることを説明している図である。担持
アーム（４４）は回動枢着部（５１）を介して受け渡しホイール（４１）の中央要素（５
２）に固定されている。担持要素（４４）は、回動枢着部（５１）の領域に、カムローラ
（５４）を介してカム軌道部（４９）に沿って案内されている横レバー（５３）を有して
いる。これにより、中央要素（５２）が回転したときに、担持要素（４４）の回動運動が
行なわれる。図示した実施形態では、カムローラ（５４）はカム軌道部（４９）の内面に
沿って案内されている。
【００３９】
　担持要素（４４）は伸縮可能に構成され、該担持要素（４４）の伸縮運動を可能にする
ために、カムローラ（５５）を使用してカム軌道部（５０）に沿って案内されている。図
示した実施形態の場合、カムローラ（５５）もカム軌道部（５０）の内面に沿って案内さ
れている。典型的な作業工程では、受け渡しホイール（４１）はその回転軸線（５６）の
まわりに回転する。
【００４０】
　図６は、基礎要素（４８）と、やっとこアーム（４５，４６）を備えたやっとこベース
部（４７）とを説明する斜視図である。これからわかるように、やっとこアーム（４５，
４６）は把持端部（５７，５８）を有し、把持端部（５７，５８）はパリソン（１）また
は容器（２）の首領域を部分的に取り囲むように形成されていてよい。やっとこアーム（
４５，４６）は結合要素（５９，６０）を介してやっとこベース部（４７）と結合されて
いる。
【００４１】
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　同様に図６からわかるように、やっとこベース部（４７）の側面（６１，６２）に隣接
してそれぞれ対向要素（６３，６４）が配置されている。また、回転軸線（６５）も見て
取れ、該回転軸線のまわりにやっとこベース部（４７）が基礎要素（４８）に対し相対的
に回動可能に配置されている。
【００４２】
　図６の作動状態では、やっとこアーム（４５，４６）はその把持端部（５７，５８）で
もってパリソン（１）または容器（２）を把持することができる。
【００４３】
　図７は、図６の配置構成を、第２のやっとこアーム（４６）の端部領域をわずかに変更
した状態で示したものである。
【００４４】
　図８は、やっとこアーム（４５，４６）の構造と、これに付設されているやっとこベー
ス部（４７）および基礎要素（４８）とを示す平面図である。幾何学的関係を明らかにす
るため、中心線（６６）と、横中心線（６７）とが記入されている。担持要素（４２）を
受け渡しホイール（４１）の領域に配置する場合、中心線（６６）は、実質的に受け渡し
ホイール（４１）の半径方向に延び、且つパリソン（１）または容器（２）の口部分（２
１）の中心軸線と直交し、横中心線（６７）は中心線（６６）に対し直交し且つパリソン
（１）または容器（２）の口部分（２１）の中心軸線と直交して延びる。
【００４５】
　第１のやっとこアーム（４５）と第２のやっとこアーム（４６）とは、協働して、少な
くとも部分的に保持凹部（６８）を画成している。保持凹部（６８）には、操作の際にパ
リソン（１）または容器（２）の首領域を挿入される。典型的には、保持凹部（６８）は
やっとこベース部（４７）とは逆の方向に開口している。
【００４６】
　このように、図８は、特に、第１のやっとこアームが少なくとも部分的に中心線（６６
）の両側に延在しているという特徴を示している。これにより、中心線（６６）に対し横
方向において力を第１のやっとこアーム（４５）によって吸収することができる。第２の
やっとこアーム（４６）は、横中心線（６７）に関して外側で且つやっとこベース部（４
７）とは逆の側にある領域ではじめて、保持凹部（６８）を画成している。これにより、
望ましくない開口力が第２のやっとこアーム（４６）に導入されるのが阻止される。
【００４７】
　図９は、図８の配置構成を、やっとこの開口状態で示している。この場合、第２のやっ
とこアーム（４６）は、保持凹部（６８）が半径方向外側へ開放されるように、横中心線
（６７）の方向に第２のやっとこアーム（４５）に対して変位している。これによってパ
リソン（１）または容器（２）を取り出すことができる。
【００４８】
　やっとこアーム（４５，４６）の開閉運動の実施は種々の原理に従って行うことができ
る。１つは、パッシブな制御部を使用することが考えられる。この場合、やっとこアーム
（４５，４６）のために特別な操作要素は設けられず、パリソン（１）または容器（２）
は外側から保持凹部（６８）に圧入され、まず適当な力がやっとこアーム（４５，４６）
を開口させ、次に新たにロックが行なわれる。パリソン（１）または容器（２）の取り出
しは、逆の方向で、パリソン（１）または容器（２）に作用する引張り力を半径方向にも
たらすことで行われる。このような操作工程を補助するため、第２のやっとこアーム（４
６）はその把持端部（５８）の領域に適当な誘導面として挿入用傾斜部を有している。
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